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第第６６章章  公公共共施施設設整整備備方方針針・・整整備備計計画画  
（（駅駅前前広広場場、、第第一一駐駐車車場場・・自自転転車車駐駐車車場場、、アアーーケケーードド・・街街路路等等））  

  

１．駅前広場整備方針・整備計画 

1-1．施設の空間コンセプト 

 

阪急箕面駅駅前広場は、まさに「箕面の玄関口」、箕面の顔とも言うべき施設であり、観光客

をはじめ、多くの市民も利用する広域交流の拠点である。 

また、駅前広場は交通結節点としての役割のほか、地区のシンボル的な空間としての役割や

情報提供などの公共サービス提供の役割も有している。 

このような様々な役割を有し、多様な人々が行き交う駅前広場の整備にあたっては、全体コ

ンセプトに基づく次のような空間コンセプトのもと、整備を進めるものとする。 

 

 

 

 

◆誰もが利用しやすい空間 

◆玄関口としてのもてなし空間（箕面らしさの創出） 

◆開放的で、回遊性を高める空間 

 

 

 

 

駅前広場の空間コンセプト（整備の視点）
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1-2．施設整備の方針（利用方針と導入機能の設定） 

 

駅前広場については、主要な整備対象施設として「交通ロータリー」と「歩行者空間（街路・

広場・シェルター）」に区分して検討することとした。 

 

（１）交通ロータリーの整備方針 

交通ロータリーは、駅前広場が有する役割のうち、特に交通処理に関する役割を中心に担っ

ている。また、本地区の駅前広場にあっては、中央部にオープンスペースを有しており、景観

形成の場、シンボル空間としての役割も担っている。 

交通ロータリーの整備にあたっては、駅前広場の空間コンセプトに基づき、次のような方針

のもと整備を進めるものとする。 

 

空間ｺﾝｾﾌﾟﾄ 利用方針 主な整備内容（導入機能） 
整備イメージ 

形状･素材･色･量
整備方針 

誰もが利用

しやすい空

間 

公 共 交 通

（結節点と

して）の利

用 

送迎の利用 

・バス、タクシー乗降場を設ける 

・安全に通行可能なレーンを設ける 

・車動線が錯綜しないようにする 

・一般送迎用乗降スペースを設ける 

・噴水部を撤去し、タクシープールを

適切に確保する 

玄関口とし

てのもてな

し空間（箕面

らしさの創

出） 

地区のシン

ボル 

商店街の入

り口が見通

せる 

・オープンスペース（開放的な空間）

の整備（植栽等による演出） 

開放的で、回

遊性を高め

る空間 

商店街の入

り口が見通

せる 

・モニュメント、噴水などを整理する

・本通り入り口方面の見通しを確保 

・噴水部は、緑の広場（芝等）、オー

プンスペースとして改修し再利用

（平常時：緑の空間、イベント時：

仮設ステージ、イルミネーション）

・はっきりと認識

できる 

・ニセモノは用い

ない 

・五感で自然（緑・

風）を感じられ

る工夫 

・必要以上にモノ

を置かない 

 

・車の動線（ﾊﾞ

ｽﾊﾞｰｽやﾀｸｼｰ

ﾊﾞｰｽ）や線形

は現状の形

態を維持し

つつ、一般車

両の乗降ス

ペースを確

保する 

 

・噴水部の形状

を一部変更

し、合わせて

噴水設備を

撤去し、植栽

などに変更

して見通し

を確保する 
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（２）歩行者空間の整備方針 

①街路の整備方針 

街路は、通路としての役割のほか、オープンスペースとしての役割や沿道利用のための役

割（出入り、施設へのアプローチ等）も担っている。 

駅前広場の街路整備にあたっては、駅前広場の空間コンセプトに基づき、次のような方針

のもと整備を進めるものとする。 

 

空間ｺﾝｾﾌﾟﾄ 利用方針 主な整備内容（導入機能） 
整備イメージ 

形状･素材･色･量
整備方針 

誰もが利用

しやすい空

間 

通路（歩行

空間）とし

ての利用 

・バリアフリー化（段差解消・バスの

ステップとの段差、舗装、街灯など

全ての施設について） 

・スクランブル交差点としての整備検

討 

・舗装（インターロッキング、カラー

舗装など） 

・街灯を適切に設ける 

・連続植栽桝、歩道・車道間の植栽を

撤去し、通過動線機能や待合いスペ

ースとしてのゆとりを向上する 

開放的で、回

遊性を高め

る空間 

快適な歩行

空間として

の利用 

・歩道（歩行者空間）の拡大 

・新たな花木植栽等による効果的な修

景を施す 

・地域に馴染む色

・自然との連続性

・五感で自然（緑・

風）を感じられ

る工夫 

・スムーズに接続

できる 

・統一感 

・開放感のある

歩行、待合い

空間を確保

する 

 

 

②広場の整備方針 

広場は、憩いの場や集いの場といった交流空間としての役割のほか、景観形成の場として

の役割などを担っている。 

駅前広場の広場（オープンスペース）整備にあたっては、駅前広場の空間コンセプトに基

づき、次のような方針のもと整備を進めるものとする。 

 

空間ｺﾝｾﾌﾟﾄ 利用方針 主な整備内容（導入機能） 
整備イメージ 

形状･素材･色･量
整備方針 

玄関口とし

てのもてな

し空間（箕面

らしさの創

出） 

待ち合わせ

場所として

の利用 

くつろげる

空間として

の利用 

・休憩機能を拡充する（ベンチの適正

量確保など） 

・ランドマークとなる豊かな緑量を確

保し、樹林を形成する 

・多機能トイレを充実する 

開放的で、回

遊性を高め

る空間 

憩いの場と

しての利用 

イベント利

用 

・動線を十分に考慮した施設レイアウ

ト 

・溜まり空間、ベンチ、水場、電源（コ

ンセント）などを設ける 

・自然（緑）が感

じられる素材 

・五感で自然（緑・

風）を感じられ

る工夫 

・自然との連続性

・清潔感・清涼感

・地域に馴染む形

状 

・統一感 

・通行を妨げない

・駅前のオアシ

ス、ランドマ

ークとして

憩いの場を

確保する 
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③シェルターの整備方針 

駅前広場のシェルターは、通路としての役割（雨よけ、日よけなど）を担っており、回遊

性の向上に大きく寄与するものである。 

駅前広場のシェルター整備にあたっては、駅前広場の空間コンセプトに基づき、次のよう

な方針のもと整備を進めるものとする。 

 

空間ｺﾝｾﾌﾟﾄ 利用方針 主な整備内容（導入機能） 
整備イメージ 

形状･素材･色･量
整備方針 

開放的で、回

遊性を高め

る空間 

通路（歩行

空間）の雨

よけとして

の利用 

・明るく軽快で、連続的なシェルター

（アーケード）を設ける 

・シェルター柱位置の変更（車道側へ）

 

・地域に馴染む形

状（華美になら

ない） 

・光や風を感じる

（採光への配慮）

・植栽とのバラン

ス 

・統一感（形状の

統一と動線上の

必要な連続性の

確保） 

・軽い素材 

・駅前（「箕面

の玄関口」）

としてのｸﾞﾚ

ｰﾄﾞ（景観デ

ザイン）を考

慮した連続

性のあるｼｪﾙ

ﾀ ｰを導入す

る（ｱｰｹｰ ﾄ ﾞ

と の 整合性

を保ちつつ）
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1-3．整備計画 

【平面レイアウト（シェルター一部連続化）】 

 

 

 

多機能・男子・女子トイレ整備

シェルター改修・連続化 

（回遊性の確保） 

モニュメント周囲の美装化 

（舗装のアクセント） 

舗装の部分補修 

（一部、アクセント・強調）

シェルター延長 

植栽の撤去による歩道の拡

大・歩行者空間確保（約1.5m）

タクシープール改良

溜まり空間・玄関口に 
ふさわしい場の整備 
（自然との連続性） 

（舗装のアクセント）

（電源、手洗い場等の

確保） 

植栽・樹木の確保 

（自然との連続性）

一般車両乗降スペース（７台程度）

安全柵設置

照明確保 

シェルター撤去（見通し・風の道確保）

植栽撤去、歩行者空間確保

安全柵設置

滝道方面からの風の道確保

噴水撤去、オープンスペース整

備（イベント時：仮設ｽﾃｰｼﾞ･ｲﾙ

ﾐﾈｰｼｮﾝ等）（見通し・風の道確保）

植栽・モニュメント等の移

設・撤去による歩道の拡

大・歩行者空間確保の検討

倉庫・手洗い場・電源等確保

シェルター延長

シェルター撤去（見通

し・風の道確保） 

舗装の部分補修 

（アクセント・強調）

観光案内所
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【広場及び街路の整備計画】 

                                                                        ●溜まり空間活用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ●整備のイメージ（シェルター） 
現 況                    整備のイメージ 
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●整備のイメージ（滝道から商店街方面の見通し） 
      整備のイメージ         利活用イメージ（ロータリー中央部の花壇植栽） 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
利活用イメージ 

（ロータリー中央部 
にてステージ設置） 

 

 

 

【トイレ及びシェルターの整備計画】 

●トイレ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●シェルター 

男性トイレ 女性トイレ

多機能トイレ 

男性・女性 
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２．第一駐車場及び自転車駐車場整備方針・整備計画 

2-1．施設の空間コンセプト 

 

第一駐車場は、昭和 55 年(1980 年)に開設された、みのおサンプラザの付置義務駐車場で

ある。また、隣接する自転車駐車場も、昭和 55 年(1980 年)に開設されている。これらの施

設は、商業地への買物客や来訪者、通勤・通学の市民をはじめ、多くの観光客が利用する施設

である。 

これらの施設は、自動車や自転車利用者の利便性だけでなく、府道豊中亀岡線（箕面公園通

り）の沿道に立地していることから、都市イメージ（景観）にも大きな影響を与えている。ま

た、観光・交流の拠点としての役割も担っていることから、そのさらなる機能向上や利便性の

向上（誰もが安心して安全に利用できる）は、市民生活の利便性向上に加え、中心市街地の商

業・観光の活性化に大きく寄与するものである。 

このような重要な役割を有し、多くの人々が利用する駐車場、自転車駐車場の整備にあたっ

ては、全体コンセプトに基づく次のような空間コンセプトのもと、整備を進めるものとする。 

 

 

 

 

◆地域と調和した空間 

◆誰もが利用しやすい空間 

◆安全で安心して利用できる空間 

 

 

 

第一駐車場及び自転車駐車場の 

空間コンセプト（整備の視点） 
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2-2．施設整備の方針（利用方針と導入機能の設定） 

 

駐車場については、設備などの改善、美装化などによる機能改善、向上を主たる整備内容と

し、自転車駐車場については、建て替え（但し、ミニバイク置き場は自転車駐車場内に併設）

による機能更新を基本とする。 

 

（１）第一駐車場の整備方針 

第一駐車場は、道路交通の改善（沿道アクセスの向上、安全性の向上など）の役割のほか、

自動車利用者の利便性の向上や中心市街地の商業・観光の活性化、都市イメージの向上などの

役割を有している。 

第一駐車場の整備にあたっては、第一駐車場及び自転車駐車場の空間コンセプトに基づき、

次のような方針のもと整備を進めるものとする。 

 

空間 

ｺﾝｾﾌﾟﾄ 
利用方針 主な整備内容（導入機能） 

整備イメージ 

形状･素材･色･量
整備方針 

地域と調

和した空

間 

府道豊中亀

岡線（箕面

公園通り）

と一体的な

利用 

 

自転車駐車

場、サンプ

ラザと一体

的な利用 

【外構】 

・外観を美装化する 

・南側、西側のブロック塀、安全柵な

どを取り除き、溜まり空間、憩いの

場（ベンチ、案内板、植栽など）を

設ける 

・側溝はグレーチング処理し、不要な

安全柵などを取り除く 

・駐車場東側及び西側歩行者用出入口

の確保 

・屋上緑化 

・統一感 

・地域に馴染む色

（中間色など） 

・府道豊中亀岡線

（ 箕 面 公園 通

り）、街路樹など

との調和 

・現状の躯体を利

用しつつ、外壁

の美装化（塗装、

化粧等）を行う

・合わせて、自転

車駐車場（駐輪

場）の整備内容

と整合させなが

ら、出入口の変

更、歩行者動線

の変更等を行う

誰もが利

用しやす

い空間 

買い物時の

一時利用 

土日や行楽

時の来訪者

利用 

自動車、大

型二輪車の

利用 

【構内】 
・バリアフリー（段差解消、外付けエ

レベーター設置等）化 

・多機能トイレ設置、既設トイレ改装

・歩行者用の出入口を広くする 

・車庫幅、車路幅を適正に確保する 

・身障者用車庫を十分確保する 

・大型バイク置き場を確保する 

・出入口の形状変更と合わせて構内車

動線を見直す 

・歩行者動線を見直す 

・各階の空車情報が分かるように情報

案内板を設ける 

・出入口に地域の様子が分かる案内板

を設ける 

安全で安

心して利

用できる

空間 

昼でも夜で

も利用 

初心者ドラ

イバーでも

利用 

【構内】 

・照明を明るくする 

・曲がり角にはカーブミラー、出入口

には警報機等の安全施設を適正に

設ける 

・耐火被覆欠損部を補修する 

・料金所への動線を変更する 

・自動精算システムの導入を検討する

・通行に支障がな

い 

・はっきりと認識

できる 

・スムーズに利用

できる 

・府道豊中亀岡線

（ 箕 面 公園 通

り）、街路樹など

との調和 

・ゆとり 

・光や風を感じる

・死角や暗がりを

つくらない 

・出入口位置の再

検討（車動線、

駐車システム等

との整合） 

・地下の利用を促

進する 

・現状の駐車場機

能 を 維 持 し つ

つ、利用者ニー

ズ（利便性）に

応 え た 施 設 配

置、機能配置と

する 

※施設の整備内容については、指定管理者との調整が必要。 
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（２）自転車駐車場の整備方針 

自転車駐車場は、自転車利用者の利便性向上に資するほか、中心市街地の商業・観光の活性

化、都市イメージの向上といった役割を担っている。 

自転車駐車場の整備にあたっては、第一駐車場及び自転車駐車場の空間コンセプトに基づき、

外構と構内について建て替えることを基本に、次のような方針のもと整備を進めるものとする。 

 

空間ｺﾝｾﾌﾟﾄ 利用方針 主な整備内容（導入機能） 
整備イメージ 

形状･素材･色･量
整備方針 

地域と調和

した空間 

府道豊中亀

岡線（箕面

公園通り）

との一体的

な利用 

駐車場、サ

ンプラザと

の一体的な

利用 

【外構】 
・空地に溜まり空間、憩いの場（ベン

チ、案内板、植栽など）を設ける 

・府道豊中亀岡線（箕面公園通り）沿

道、地域に合ったデザイン、色彩の

採用 

・西側（外側）駐輪スペースの利活用

（舗装美装化、植栽など） 

・北側荷捌きサブスペース部を自転

車、ミニバイク出入口に更新 

誰もが利用

しやすい空

間 

通勤、通学

の定期利用 

買い物など

の一時利用 

自転車、ミ

ニバイクの

利用 

【外構】 
・人の動線の改善（駐車場動線との整

合、東側・西側・南側の歩行者用出

入口確保） 

・建物の建て替えによる更新 

【構内】 
・現在の駐輪台数を確保する 

・定期利用及び一時利用駐輪スペー

ス、自転車駐輪及びミニバイク置き

場の配置を見直す 

・駐輪スペースの幅を広くする 

・どんな人でも駐輪しやすい駐輪ラッ

クを設ける 

・２階、３階への上りが楽にできる設

備（オートスロープ）を設ける 

・歩行者動線を確保する 

・駐輪システムの導入（ゲート、カー

ドリーダー、精算機等）を検討する

・商店街との連携を前提に、将来的に

はＩＣカード利用も検討する 

安全で安心

して利用で

きる空間 

昼でも夜で

も利用 

大人から子

どもまで誰

でも利用 

【外構】 

・出入口を平面的に設ける 

・人の動線の改善（東側・西側・南側

の歩行者用出入口確保） 

【構内】 

・照明を明るくする 

・開口部を設ける 

・通行に支障がな

い 

・統一感 

・地域に馴染む色

・高さの制限 

・セットバック 

・箕面公園通り、

街路樹などとの

調和 

・スムーズに利用

できる 

・多機能 

・出入口位置の再

検討（車動線、

駐輪システム等

との整合） 

・死角や暗がりを

つくらない 

・光や風を感じる

・建て替え（３

階建て）によ

る完全更新 

 

・利用者ニーズ

（利便性）に

応えた施設

配置、機能配

置とする（自

転車、ミニバ

イク駐輪台

数現状維持）
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2-3．整備計画 

【整備計画（自転車駐車場建て替え）－外構】 
 

第一駐車場・自転車駐車場 外構検討 
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【平面図（自転車駐車場建て替え）－構内・１階部】 

 

内部改修 
・ライン引直し 

  Ａ）駐車マス寸法の見直し 

  Ｂ）車路の巾 

  Ｃ）屈曲部車路の巾 

  Ｄ）身体障害者用駐車施設設置 

  Ｅ）歩行者用通路表示 

・床・壁・天井の美装 

・鉄部等の美装 

・梁等の耐火被覆欠損部補修 

・既設トイレ等の改装 
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【平面図                                          【平面図 

－構内・地階部】                                       －構内・２階部】 
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【平面図－構内・屋上部】                                【第一駐車場外構整備計画（南側・西側）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第一駐車場外構整備イメージ（南側）】 
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【立面図（第一駐車場）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第一駐車場外装整備イメージ】 
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【立面図（自転車駐車場北側・西側）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自転車駐車場東側オープンスペース整備イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕面自転車駐車場 

箕面自転車駐車場 箕面駅前第一駐車場

自転車駐車場 1階床面＋0.9m 
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３．アーケード・街路等整備方針・整備計画 

3-1．施設の空間コンセプト 

 

本地区のアーケードや街路は、「箕面の玄関口」である阪急箕面駅を起点とした回遊性の創出

に大きく寄与する重要な施設である。また、通路としての役割だけでなく、沿道利用のための

役割（店舗や施設へのアプローチ）、オープンスペース、憩いの場としての役割なども有してい

る。 

このような様々な役割を有し、回遊性の創出に大きく寄与するアーケード、街路は、全体コ

ンセプトに基づく次のような空間コンセプトのもと、整備を進めるものとする。 

 

 

 

 

◆誰もが利用しやすい空間 

◆住民、来訪者へのもてなしの空間 

◆開放的で、回遊性を高める空間 

 

 

アーケード・街路等の 

空間コンセプト（整備の視点） 
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3-2．施設整備の方針（利用方針と導入機能の設定） 

 

アーケード及び街路については、主要な整備対象施設として「アーケード」と、街路を「歩

行者空間（街路）」、「歩行者空間（サイン・ファニチャー）」に区分して検討することとした。 

 

（１）アーケードの整備方針 

箕面駅周辺地区のアーケードは、みのおサンプラザ１号館１階の外周部及び２号館北側１階

部、１号館北向かいの桜通りに設置されており、特に阪急箕面駅と商店街を結ぶ重要な通路と

しての役割を担っている。また、みのおサンプラザ１号館の文化・交流センターや郷土資料館

といった公共施設へのアプローチとしての役割も有している。 

アーケードの整備にあたっては、アーケード・街路等の空間コンセプトに基づき、次のよう

な方針のもと整備を進めるものとする。 

 

空間ｺﾝｾﾌﾟﾄ 利用方針 主な整備内容（導入機能） 
整備イメージ 

形状･素材･色･量
整備方針 

誰もが利用

しやすい空

間 

買い物利用 

通路（ブラブラ

歩き・散策・通

勤・通学・デー

トなど）として

の利用 

・府道豊中亀岡線（箕面公園通

り）、みのお本通り商店街など

の商業空間との回遊性、連続性

を確保する 

・連続的なアーケードを設ける 

・デザインの刷新、機能性の充実

住民、来訪者

へのもてな

しの空間 

待 ち 合 わ せ 場

所、休憩場所と

しての利用 

商店街へのアク

セス利用 

・商店街の玄関口を演出する（サ

ンプラザ１号館、２号館の間）

開放的で、回

遊性を高め

る空間 

快適な歩行空間

としての利用 

地域の情報発信

の場としての利

用 

・明るい照明とする 

・トップライト（天窓）の設置（屋

根の採光性の向上） 

・化粧根巻き等により柱を補強す

る 

・美装化（塗装等）により通りを

演出する 

・サンプラザ１号

館・２号館との

整 合 性 ・一 体

性・連続性の確

保 

・通行を妨げない

・統一感 

・開放感（近代的

なデザイン） 

・山並みや緑の視

界を確保 

・光や風を感じる

・軽い素材（天井

素材、折板） 

・一部改修（壁

面美装化、ト

ップライト

設置など、但

し、柱・梁・

消防通路は

既設を利用）

により一体

性、連続性を

確保する 

 

・１号館、２号

館の間は全

面改修によ

り機能性と

景観性を兼

ね備えた形

態とする 
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（２）歩行者空間の整備方針 

①街路の整備方針 

街路は、通路としての役割のほか、オープンスペースとしての役割や沿道利用のための役

割（出入り、施設へのアプローチ等）も担っている。また、中心市街地のにぎわいを演出す

る役割も担っている。 

街路整備にあたっては、アーケード・街路等の空間コンセプトに基づき、次のような方針

のもと整備を進めるものとする。 

 

空間ｺﾝｾﾌﾟﾄ 利用方針 主な整備内容（導入機能） 
整備イメージ 

形状･素材･色･量
整備方針 

誰もが利用

しやすい空

間 

買い物利用 

通路（ブラブラ

歩き、散策、通

勤、通学、デー

トなど）として

の利用 

・バリアフリー化（段差解消、舗

装、街灯など全ての施設につい

て）、安全性向上 

・舗装（カラー舗装など） 

・府道豊中亀岡線（箕面公園通り）、

みのお本通り商店街などの商業

空間との回遊性、連続性を確保

する 

・街灯を適切に設ける 

住民、来訪者

へのもてな

しの空間 

待 ち 合 わ せ 場

所、休憩場所と

しての利用 

商店街へのアク

セス利用 

せせらぎ、花壇

などを市民の手

で育てる 

・四つ辻を特徴ある溜まり空間、

スペースとして演出する 

・商店街の玄関口を演出する 

・ベンチ（安全柵改修に合わせて

統一感ある）などを設ける 

開放的で、回

遊性を高め

る空間 

快適な歩行空間

としての利用 

・歩道のうねり解消 

・スムーズに接続

できる 

・統一感、形態の

連続性の確保 

・地域に馴染む色

・自然が感じられ

る素材 

・清涼感・清潔感

・光や風を感じる

・山並みや緑の視

界を確保 

・歴史や時代の表

現 

・通行を妨げない

 

・商店街とし

ての個性的

で、快適な

回遊性のあ

る 街 路 空

間、エント

ランス空間

を創出する

 

②サイン・ファニチャーの整備方針 

通りを演出するサインやファニチャー類は、交流空間としての質感（グレード）を高めた

り、安全性を確保するなどの役割を担っている。 

街路におけるサイン・ファニチャー類の整備にあたっては、空間コンセプトに基づき、次

のような方針のもと整備を進めるものとする。 

空間ｺﾝｾﾌﾟﾄ 利用方針 主な整備内容（導入機能） 
整備イメージ 

形状･素材･色･量
整備方針 

開放的で、回

遊性を高め

る空間 

快適な歩

行空間と

しての利

用 

地域の情

報発信の

場として

の利用 

・公共施設や商店街への案内板を設

ける 

・看板、案内板などを整理する 

・不足情報と内容を検討し新設する 

・全体サイン構想（配置計画等）に

よる設置のルール化を進める 

・車止め、安全柵、モニュメントな

どを整理する 

・劣化、老朽等に対する補修、改修

を施す 

・地域に馴染む形

状（華美になら

ない） 

・統一感  

・通行を妨げない

・観光、一般、注

意等の各種サイ

ンを整序化し、

不足情報を適正

に確保する 

・各街路の整備内

容と整合したデ

ザイン、施設配

置、機能配置と

する 

 

 



■ 第６章 公共施設整備方針・整備計画 

 

                                                                               49 

3-3．整備計画 

【アーケード及び街路の整備計画】 
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【アーケードの整備計画】                                【アーケード通路部の整備計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アーケード整備イメージ（通路部）】                 【アーケード整備イメージ（みのおサンプラザ１号館・２号館間）】 
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【街路の整備計画－整備区間Ａ～Ｆ】 

 

                                                            【街路整備イメージ－整備区間Ａ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【街路の整備計画－整備区間Ｇ】 

 

 

 

 

                                                              【街路整備イメージ－整備区間Ｅ】 
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【サイン及びファニチャーの整備計画】 
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【サイン配置計画】 
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【案内・誘導サインの整備イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


